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◎ 平均給与月額の全国順位（一般行政職・令和７年４月１日現在）

◎ 平均給与月額の推移（一般行政職、過去５年間）

順 位 団 体 名 給与月額

１ 東 京 都 ４０９，８７８円

２ 神 奈 川 県 ３９１，３０９円

３ 愛 知 県 ３８８，０６９円

４ 兵 庫 県 ３８４，９８３円

５ 大 阪 府 ３８２，３９５円

６ 静 岡 県 ３７９，９１３円

○ 諸手当を含めた平均給与月額※ は、379,913 円で全国第６位

※ 平均給料月額と諸手当（扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、単身赴任手当、

特地勤務手当、管理職手当、寒冷地手当）の合計額

※ 通勤手当、時間外勤務手当等の実績手当等は含まない

※ 令和７年４月１日現在の額

静岡県職員の給与水準の状況 資料

本県職員の給与水準
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○ 本県の一般行政職職員の平均給与月額は、国家公務員と比べて

約３万５千円下回っている。（平均年齢は国家公務員を 0.7 歳上回っ

ている）

◎ 国家公務員との比較（一般行政職 令和７年４月１日現在）

○静岡県

３７９，９１３円 対前年比 ＋8,730 円（年齢 △0.1 歳）

（平均年齢 42.6 歳） 対国家公務員 △34,567 円（年齢 ＋0.7 歳）

○国家公務員

４１４，４８０円 対前年比 ＋9,102 円（年齢 △0.2 歳）

（平均年齢 41.9 歳）

＜平均給与月額と平均年齢＞

平均給与月額による比較

※上段：平均給与月額、下段：平均年齢

静岡県 Ａ 国 Ｂ
Ａ－Ｂ

（県－国）

371,183 405,378 △ 34,195

(42.7) (42.1) (0.6)

379,913 414,480 △ 34,567

(42.6) (41.9) (0.7)

8,730 9,102

(△0.1) (△0.2)

R6

R7

R7-R6

42.7 42.6 △ 0.1 42.1 41.9 △ 0.2

371,183 379,913 8,730 405,378 414,480 9,102

333,500 340,300 6,800 323,823 332,237 8,414

37,683 39,613 1,930 81,555 82,243 688

地域手当 13,500 15,300 1,800 44,134 44,844 710

その他手当 24,183 24,313 130 37,421 37,399 △ 22

静岡県 国

平均年齢

平均給与月額

給料月額

諸手当

区  分
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○ 学歴別・経験年数別の国家公務員数に、対応する地方公務員の

平均給料月額を乗じて総額を算出し、現に支払っている国家公務員

の俸給総額と比較する。

○ 地方公務員の平均給料月額が対応する学歴・経験年数の国家公務

員の平均俸給月額と同じ場合、ラスパイレス指数は 100 となる。

〔ラスパイレス比較イメージ〕

ラスパイレス指数 4030/4000＊100＝100.75

大卒

経験

国家公務員 地方公務員

人数 a 給料 b 総額 a×b 給料 c 総額 a×c 人数 d 総額 c×d

～５年 30人 30 万円 900 万円 34 万円 1020 万円 30 人 1020 万円

～10 年 40 人 40 万円 1600 万円 40 万円 1600 万円 50 人 2000 万円

～15 年 30 人 50 万円 1500 万円 47 万円 1410 万円 20 人 940 万円

計 100 人 40 万円 4000 万円 40.3 万円 4030 万円 100 人 3960 万円

令和７年４月１日現在 101.8（令和６年４月１日現在 102.2）

国家公務員に準じた給与制度のアップデートを実施し、給料表、地域手当等の

見直しを行ったことに伴い、本県の給与全体に占める給料額の割合が低下したこ

となどにより、ラスパイレス指数が低下している。

○ 国家公務員の俸給額（地域手当など諸手当を含まない基本給)を

100 とした場合の地方公務員の給与水準を指数化して総務省が公表。

○ 国家公務員に地方公務員の給料を支給した場合、これに要する

支給総額が現に支払っている支給総額と比べて、どの程度の差が

あるかにより算出している。

ラスパイレス指数とは？

ラスパイレス指数の算出方法

実際の支給総額

ラスパイレス指数
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○ 諸手当を含めた給与全体のうちの給料額（基本額）のみで算出して

いるため、給与全体に占める給料額の割合が高い場合、指数は高く

なる。（給与構造の違いが指数に影響する）

○ 地方公務員の平均給料月額を国家公務員数に掛けて算出するため、

経験年数ごとの国家公務員の増減が、指数に影響を与える。

ラスパイレス指数の特徴

◎ 本県のラスパイレス指数の推移

順位 団 体 名 ラスパイレス指数
給与全体に占める

給料の割合

平均給与月額

順位

１ 静 岡 県 １０１．８ 89.6％ 379,913 円 ６

２ 愛 知 県 １０１．０ 86.0％ 388,069 円 ３

３ 三 重 県 １００．９ 89.6％ 375,859 円 10

３ 広 島 県 １００．９ 89.0％ 378,981 円 ７

５ 岡 山 県 １００．８ 91.4％ 372,095 円 11

６ 東 京 都 １００．５ 79.5％ 409,878 円 １

７ 大 阪 府 １００．４ 84.5％ 382,395 円 ５

参考 国 １００．０ 80.2％ 414,480 円 －

◎ ラスパイレス指数上位団体（都道府県・令和７年４月１日）
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◎ 諸手当を含めた給与比較のイメージ

○ 給与構造改革（平成 18 年度）以降、国家公務員は新たな手当の創

設（広域異動手当、本府省業務調整手当）などにより、給与全体に占める

手当の割合を高め、結果として給料の割合を約８割に縮小させてい

る。

○ 一方、本県は新たな手当の創設はなく、給与水準の調整を給料で

行う（国の給料表に一定率を乗じる手法により調整）こととしてい

るため、給与全体に占める給料の割合は約９割となっている。

本県の給与構造の特徴

本県は諸手当を含む給与全体に占める給料の割合が

国家公務員より高くなっている

＜静岡県＞ ＜国＞

　　　　○平均年齢 42.6歳 41.9歳
　　　　○平均給与月額 379,913円 414,480円

諸手当
(地域手当、扶養

手当など)

諸手当
(地域手当、扶養

手当など)

給　　料 給　　料
(俸　給)

＜民間＞
（全国）

基本給(給料)
家族手当
住宅手当
役職手当
　　　　など

＜民間＞
（静岡県内）

基本給(給料)
家族手当
住宅手当
役職手当
　　　　など

ラス

指数

100.0

ラス

指数

101.8

ラスパイレス指数は、給料のみを比較
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＜支給額の比較＞

＜給与全体に占める給料及び諸手当の支給割合の比較＞

※構成比は小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも 100とはならない。

◎ 本県職員と国家公務員の給与構造の比較（一般行政職）

給料, 359,700

給料, 340,300

給料, 328,477
給料, 332,237

地域手当, 15,500

地域手当, 15,300

地域手当, 22,521

地域手当, 44,844

その他手当, 26,201

その他手当, 24,313
その他手当, 30,214

その他手当, 37,399
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0
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○ 職員数について、生徒数減少による教職員の減員や組織のフラッ

ト化、市町への権限移譲、独立行政法人化、事務の集中化など行政

の生産性向上を図ることにより、過去１０年間で約６，０００人の

減少。

○ 政令市への教職員定数移管により、平成 29 年度の職員数は大

幅に減少。

◎ 職員数の推移（全職員）

◎ 職員数の推移（知事部局）

職員数の状況

※ 知事部局、教育委員会、警察本部の合計
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32,492 
32,511 32,519 

33,101 

33,939 33,777 
33,498 33,365 

33,121 
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(単位：人)



8

○ 本県の人件費については、厳しい民間の経済情勢を反映した給与

改定や職員数の減少等により、過去１０年間で約５１２億円の減少。

○ 政令市への教職員定数移管により、平成 29 年度の職員数が大

幅に減少したことに伴い、平成 29 年度の人件費は前年度に比べ

大幅に減少。

◎ 人件費の推移（一般会計）

人件費の状況

※ 各年度最終予算（知事部局、教育委員会、警察本部の合計額）


